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　道路は個人のものではなく、通行するすべての人のためにあります。
誰もが気持ちよく利用できるようにルール・マナーを守りましょう。

ルールで安全　マナーで安心　みんなの道路

「広報ひの」リニューアルに関する読者アンケート
以下の問1〜8の質問にご回答ください。
ご回答いただいた内容を参考に、より良い誌面づくりに努めてまいります。

問1．あなたの年齢を教えてください
　□　10代以下　　　□　20代　　　□　30代　　　□　40代　　　□　50代　　　□　60代　　　□　70代以上

問2．あなたのお住まいを教えてください
　□　市内　　　□　市外

問3．今号から縦書きから横書きに変わりました。新しい「広報ひの」の第一印象はいかがですか

問4．新しくなった「広報ひの」の読みやすさ・分かりやすさはいかがですか（一つ選択）
　□　今までより良い　　　　　　　　　　□　どちらかというと今までより良い　□　変わらない
　□　どちらかというと今までより悪い　　□　今までより悪い

問5． 新しくなった「広報ひの」の情報量はいかがですか（一つ選択）
　□　多すぎる　　　　　　　　　　　　　□　多い　　　　　　　　　　　　　　□　ちょうどよい
　□　少ない　　　　　　　　　　　　　　□　少なすぎる

問6．市政の情報の入手方法を教えてください（複数選択可）
　□　広報ひの　　　　　　　　　　　　　□　ホームページ　　　　　　　　　　□　回覧板
　□　ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）　例：ＬＩＮＥなど
　□　その他(                       　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　   ) 

問7．もっと増やしてほしい記事、減らしてほしい記事を教えてください
　増やしてほしい記事

　減らしてほしい記事

問8．問1 〜 7以外でご意見・ご提案がありましたら、ご記入ください

ご回答いただき、ありがとうございました。
ご回答いただいた内容は、個人を特定できない形で「広報ひの」および市 HP に掲載する場合があります。

申 〒191-8686日野市役所4階市長公室広報担当（ FAX 042-581-2516 kouhou@city.hino.lg.jp）へ下記のアン
ケート用紙（市役所1階市民相談窓口・4階市長公室広報担当にもあり。市 HP から ダウンロード 可）を郵送、持参、ファ
クス、EメールまたはLINE（QRコードから。LINEでの回答は友だち登録が必要）※持参の場合は土曜・日曜日、
祝日を除く

▲市 HP ▲LINE

新しくなった「広報ひの」にご意見をお寄せください

　道路上に飛び出した樹木は通行上の障害
になるだけでなく、見通しが悪くなり事故
を引き起こす原因となります。

　道路上に設置された乗り上げブロックは通行
上、大変危険です。これを原因とする事故が起
こった場合、所有者の責任が問われる可能性が
あります。なお、歩道は道路管理者に申請の上、
自費で切り下げ工事を行うことができます。

　ルールを無視した駐輪などは交通の支障になるだけではなく、事故
や景観の乱れにもつながります。ルールを守り、安全な道路環境づく
りにご協力をお願いします。

　市では、小学校やPTA、道路管理者、交通管理者と合同で、毎年、通
学路の点検を行い、危険箇所の改善を進めています。また、スクール
ガードボランティアなど地域を見守るボランティアの皆さまが子どもた
ちの通学路の安全・安心確保のために、日々通学路の見守りを行ってい
ます。

　市道上の舗装の穴あき、通行上
支障があるような大きな水たまり
などを発見した場合は、道路課ま
で電話またはEメール（ kanri@
city.hino.lg.jp）で ご 連 絡 く だ さ
い。その際に、対象の住所、現場
写真などを添付していただくと速
やかな対応につながります。ご理
解とご協力をお願いします。

1003443ID 問 道路課（☎042-514-8421）

1004255・1004261ID

問 危険箇所の合同点検について
…学校課（☎042-514-8719）、ス
クールガードボランティアにつ
いて…庶務課（☎042-514-8692）

1017629ID 問 市長公室広報担当（☎042-514-8092）

みんな迷惑しています、あなたの無責任な管理

道路のルール・マナーを
守りましょう

子どもたちの安全・安心のために通学路の点検を行っています
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歩道に置いた看板
は違反広告物です。
また、植木鉢など
も道路上に置くこ
とはできません。

日よけ・ひさしの路上の
はみ出しは道路管理者の
許可が必要になります。

商品ワゴンなど路上への
はみ出しは違反行為です。

通 行 の 支 障
になります。
自 転 車 は 駐
輪 場 に 停 め
ましょう。

歩道に置いたのぼ
り旗（広告旗）は違
反広告物です。

◀道路にはみ出した樹木は
所有者が責任をもって選定を

▲穴あきなどを見つけたら
　ご連絡をお願いします

道路上の乗り上げブロック▶
所有者が責任をもって撤去を

広報ひの　令和 3 年 8 月号 11広報ひの　令和 3 年 8 月号10


